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件   名 災害協定の締結について 

所管部課名 総合防災対策室 災害対策課 

内   容 

 災害協定を締結したので、次のとおり報告する。 

 

１ 災害時における帰宅困難者の受入れ等に関する協定 

（１）締結先（下記施設を保有する事業者） 

東京東信用金庫 

東京都墨田区両国四丁目３５番９号 

代表理事 中田 清史 

 

（２）受入れ施設（震災時を想定） 

№ 店  名 住  所 受入場所 面積 
受入人数 

(最大) 

受入人数 

(1 人 4 ㎡) 

1 足立支店 
足立区六月 

1-22-21 
2F 会議室 40 ㎡ 24 人 10 人 

2 綾瀬支店 
足立区綾瀬 

4-7-12 
3F 会議室 176 ㎡ 106 人 44 人 

3 花畑支店 
足立区花畑 

4-2-13 
2F 会議室 48 ㎡ 28 人 12 人 

4 東和支店 
足立区東和 

5-3-22 
2F 会議室 63 ㎡ 38 人 15 人 

合  計 196 人 81 人 

 

（３）締結日 

令和３年１１月１１日（木） 

 

（４）協定概要 

ア 地震等の災害により区内に帰宅困難者が発生した際、区が東京東信用金

庫へ、一時滞在施設として開放することを要請する。 

イ 主な要請内容 

・ 受入れ施設の一部を帰宅困難者の一時滞在施設として提供すること。 

・ 受入れ施設に備蓄する飲料水、食料等を帰宅困難者に提供すること。 

・ 受入れ施設のトイレ等を帰宅困難者に提供すること。 

問 題 点 

今後の方針 

・ 東京東信用金庫については、本協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、

防災訓練への参加を促す等連携を深めていく。 

・ 引き続き、災害時における帰宅困難者受入れ施設協定先の増強に努める。 
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